














【登録の方法】

　制度の利用を希望される方は、事前登録が必要です。詳しくは、住所地及び本籍地の

市町村の窓口にお問い合わせください。

【制度の仕組み】

戸籍謄本等の不正請求を防止する取組み

ー本人通知制度ー

戸籍謄本等の不正請求を防止する取組み

ー本人通知制度ー

　平成23年11月に、偽造した職務上請求書を利用するなどして戸籍謄本等を不

正に取得する全国的な事件が発覚し、事件に関与した探偵社業者や法務事務所

関係者等が逮捕されています。

　また、この事件に関わって大阪府内でも多数の戸籍謄本等が不正取得されて

いることが判明しています。

　こうした不正請求を防止するため、府内市町村において、戸籍謄本等の不正

請求を目的として、戸籍謄本や住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交

付した場合、希望する本人に交付したことを知らせる本人通知制度を導入して

います。

【本人通知制度とは？】

　この制度は、本籍地等を表示する戸籍謄（抄）本や、住所・氏名・生年月日・性別

等を示す住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録

した人に対して、その事実を通知するものです。

　交付された事実を本人に通知することにより、委任状の偽造などによる住民

票等の不正取得の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の

究明が可能となります。

① 事前登録の申出 ② 住民票の
    写し等の請求

③ 住民票の
    写し等の交付④交付した事実を通知
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■人権擁護士をご存知ですか？
　人権に関する相談は、様々な課題が絡み合って、複雑・多様化しています。大阪
府では、府民の人権問題を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未然に防
止するため、市町村や事業所等において、人権相談に携わっている方の中から人権
擁護士を養成しています。
人権擁護士は、市町村や民間事業所等において、相談事案を分析して適切な専門
相談機関につなげたり、相談員のサポートや心のケアを行う等の業務を担います。
人権に関する相談窓口等において、人権擁護士の派遣を希望される場合は下記ま
でご連絡ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/yougosi/index.html

□問合せ先/大阪府人権局人権擁護課擁護・調整G
　TEL:06-6210-9283　 FAX:06-6210-9286






